
岩手県告示第 1105 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第４項の規定において準用する同法第 50 条の２の規定により、指定介護機

関が事業を廃止した旨次のとおり届出があった。 

  平成 18 年 12 月８日 

岩手県知事 増 田 寛 也  

１ 短期入所生活介護  

居宅介護事業者 居宅介護事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
廃止年月日 

株式会社ケナフ  
紫波郡矢巾町北伝法寺第９

地割 57番地２ 

ショートステイ「百万石」

矢巾口 

紫波郡矢巾町西徳田第５地

割字田郷 200番 72 

平成 18 年８月 31

日 

２ 短期入所療養介護  

居宅介護事業者 居宅介護事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
廃止年月日 

医療法人友愛会 盛岡市永井 12地割 10番地盛岡友愛病院 盛岡市永井 12地割 10番地 平成18年９月30日

特定医療法人弘慈会 宮古市保久田８番 37号 宮古第一病院 宮古市保久田８番 37号 〃 

３ 居宅介護支援計画の作成  

居宅介護支援事業者 居宅介護支援事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
廃止年月日 

盛岡医療生活協同組合 
盛岡市津志田 26 地割 30番

地１ 

ひだまりケアプランセンタ

ー 

盛岡市津志田 26 地割 30番

地１ 

平成 18 年８月 31

日 

４ 介護予防短期入所生活介護  

介護予防事業者 介護予防事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
廃止年月日 

株式会社ケナフ  
紫波郡矢巾町北伝法寺第９

地割 57番地２ 

ショートステイ「百万石」

矢巾口 

紫波郡矢巾町西徳田第５地

割字田郷 200番 12 

平成 18 年８月 31

日 

５ 介護予防短期入所療養介護  

介護予防事業者 介護予防事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
廃止年月日 

特定医療法人弘慈会  宮古市保久田８番 37号 宮古第一病院 宮古市保久田８番 37号 
平成 18 年９月 30

日 
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